
垣
に
巧
に
、

務
旬
日
時
間
引
史
上
最
も
大
な
る
足
跡
を
印
L

-
た
。
そ
の
若
普
及
び
由
比
町
叫
に
砲
法
市
町
・自
詠
集
・商
格

設
問
自
・時
組
物
臥
川
田鈎
朗
の
嶋
・別
法
新
術
・蓮
月
時
=
一

一
波
呉
羽
・
僚
釘
小
笠
別
法
凡
例
制
附
・和
凶
時
分
裂
・

太
mm
太
子
一
線
側
・
厄
民
間
側
加
担
・
上
野
時
釘
測
・

漏
刻
定
番
線
香
食
刻
測
・天
時
却
用
法
・
自
鳴
鏑
天
符

年
中
法
・銃
脅
泡
問
測
・文
春
賂
・西
洋
賂
日
知
お
・和

拠
年
決
朱
都
早
繰
・
明
雨
附
器
開
出
候
六
十
俄
年
杷
・附
雨

惑
問
問
候
十
年
一
同
刷
・
方
頼
人
翠
附
雨
籾
怒
媛
軍
・正

方
明
節
・池
気
候
・
時
期
周
目
・天
度
錦
・
肌
(
線
表
・望

誕
鋭
倍
数
・
鏡
彩
加
日
銭
蹴
寸
・
ヲ
タ
タ

y
ト
用
法
・

子
午
線
法
・
地
球
賀
測
・問
屋
敷
巡
耐
・民
般
用
法
・間

尺
法
・南
郡
探
鉱
・野
糾
明
治
程
・町
外
部

~m・
日
本
遊
説

芥
略
悶
・自
立
還
高
測
・
山
代
吉
崎
測
鉛
・
山内
定
人
歩

時
刻
測
・地
岡
駅
周
術
・地
皮
相
叫
が
あ
り
、
文
製
作
田
川
具

℃
は
器
悼
拙
球
桃
山
一
山
脈

・州
出
限
能
町
州
問
・
錨
附
揃
削
糊
附
・

正
時
版
・
測
閉
割
版
刀
邦
一
同
掛
・
側
同
掛
脚
・四
飽
郭
門
時

早川副
M
U
・正
偏
西
線
・回
世
線
病
問
自
縦
・明
刻
版
・且
行
儀
・

水
平
代
三
斜
純
・

m
m
m・
測
路
輪
能
等
が
あ
っ
た
。

後
引
口
開
川
に
よ
っ
て
法
際
高
環
行
欣
紀
が
諒
さ
れ

た
。

エ
ン
ド
ウ
ナ
ガ
ユ
キ

遠
藤
長
之

迎
鰐
伴
太
夫
。

元
総
十
年
薪
番
組
と
な

h
、
十
三
年
新
番
に
迩
み
、

新
知
百
石
を
受
け
た
。
新
番
組
で
知
行
を
授
け
ら
れ

た
も
の
は
之
を
以
て
附
矢
と
す
る
。
享
保
九
年
同
小

聞
に
任
じ
、
元
文
二
年
五
十
石
を
加
へ
、
組
外
に
列

し
、
元
文
元
年
六
十
六
歳
を
以
て
残
し
た
。

エ
ン
ト
ヲ
ジ
固
徳
寺

鳳
至
郡
熊
野
に
在
っ
て
、

国
民
宗
取
振
に
図
す
る
。

風
車
郡
金
械
に
在
っ
て
、

エ
ン
ト
タ
ジ
悶
徳
寺

田
県
宗
東
一
献
に
毘
す
る
。

エ
ン
ニ
ン

図
忍
字
は
認
政
。

石
川
郡
吉
藤
村

の
入
、
俗
姓
鐙
凶
氏
。
州
出
長
十
四
年
四
用
二
十
日
に

エ
シ
l
l
オ
イ

生
ま
れ
た
。
十
四
哉
の
降
、
主
搾
伏
見
寺
に
入
h
、

快
支
阿
凶
裂
に
師
明
L
、
十
八
践
に
し
て
山
野
山
に

h
w
b
、
山H
光
院
刊
誌
町
大
徳
に
従
ひ
、
紅
白
h
年
イ
一
-

月
H
一合

H
六
十
九
九
M
d
v-以
て
寂
し
た
。

Z

ン
ポ
ウ
ユ
ラ
イ
シ
ヨ

延
貿
由
来
舎

征
伐
一
一

年
に
前
川
綱
紀
が
寺
枇
務
行
に
命
じ
て
、
知
内
の
寺

枇
か
ら
都
上
げ
し
め
た
尚
来
初
で
あ
る
。

山
h
r
州
来

冊
目
よ
り
も
篠
沢
な
勘
も
あ
る
が
、
彼
の
如
〈
関
内
1r一

部
や
一
斜
め
た
も
の
は
併
は
ら
な
か
っ
た
。

Z

ン
7

7
ツ
リ

閲
覧
祭

笛
正
月
十
六
日
及
び

七
且
十
六
日
に
行
は
れ
、
金
柑
仰
天
徳
院
の
凶
尉
祭
に

は
h

甚
指
す
る
4
u
が
多
か
っ
た
。

エ
ン
マ
ン
ジ
回
一
凋
寺

能
決
加
入
輔
の
階
部

に
、
入
岬
刷
前
祉
の
別
九
百
た
る
天
台
宗
閲
街
寺
が
あ
っ

て
、
そ
の
地
青
悶
諸
寺
村
と
い
う
た
こ
と
も
あ
る
。

間
務
寺
は
後
四
叫
宗
に
鈍
し
て
、
小
松
の
本
光
苛
に
な

っ
た
。エ

ン
マ
ン
ジ

回

涌
寺

刑
制
同
制
瀬
戸
に
花
っ
て
、

興
宗
前
夜
に
邸
す
る
。

エ
ン
ミ
ヨ
ウ
イ
ン

回
明
院
加
白
山附中小
h
m
出
十
凶

代
前
附
殴
併
の
子
山
川
蜘
の
法
鋭

o
M
L
〈
は
側
別
院

智
性
不
味
掛
川
女
。

ヱ
ン
メ
イ
イ
ン

延
命
院

金
洲
仲
間
御
桜
町
の
末
、

馬
場
先
の
地
に
町
た
山
伏
で
、
滞
米
に
は

M
川
容

H

の
別
滋
賀
久
寺
の
弟
子
で
あ
っ
た
。

明
治
六
年
復
仰

し
、
延
村
h

仇
見
と
殴
め
て
品
川
臓
と
な
っ
た
。

エ
ン
メ
イ
イ
ン
シ
バ
イ

延
命
院
芝
居

交
ぽ
元

年
十
二
月
六
日
の
加
賀
山
怖
の
一
連
訟
に
、『
米
々
料
、
主
将

共
稼
も
抑
〈
、
位
協
の
体
に
付
、
芝
町
・狂
百
・物炉、

似
の
初
、
ム
品
分
町
奉
行
切
に
政
問
。
し
と
あ
っ
て
、
J
I

二
且
十
六
日
か
ら
山
川
川
下
娃
命
院
の
・守
し
ろ
川
原

で
芝
目
的
を
興
行
し
た
。
こ
れ
は
犯
永
巾
芝
日
・持
取

一

前
言
禁
止
せ
ら
れ
た
後
、
川
什
び
パ
明
日
詐
せ
ら
れ
た
初
で

一

オ

あ
る
と
い
・
セ

7
2
3務
府
高
酬
を
管
理
す
る
加
制
H
揮
の
宮
。
去
作
七

-

ヱ
ン
ユ
ウ
ジ

回

輪

寺

金

nM内
山
柄
引
諦
丁
に
在

一
年
弱
問
題
角
・
山
際
七
郎
兵
衛
が
訴
た
に
命
ぜ
ら
れ
・
-

っ
て
、
H
述
曲
目
に
悩
す
む
。
山
却
は
-t
秘
山
。
寺
把
役
料
七
イ
石
ル

賜
は

0
、
足
科
三
人
影
下
さ
れ
た
に

に
、
W
H
永
十
凶
作
卯
以

-HMm町
に
別
立
せ
ら
れ
一、
怒

起

り

、
川
九
年
前
川
出
利
兵
衛
、
イ
二
年
前
川
左
太
夫

ぷ
唱
の
一

一代
日
刊
の
川
拡い
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

一
が
命
ぜ
ら
れ
て
四
人
と
定
ま
り
、
制
後
辿
約
し
た
。

が
、
元
支
出
年
初
俄
し
、
引
保
元
年
今
の
地
ヘ
約
じ

一

オ
ア
ヅ
カ
リ
チ

御
謂
用
地

能
積
回
開
酬
の
中
、
円相

た
と
あ
る
。

一
府
領
に
臨
す
る
も
の
六
十
一
村
は
、
写
保
七
年
以
来

エ
ン
ユ
ウ
ポ
ウ

回
融
坊

mm
咋
抑
制
符
日
間
叫
宗

一
加
賀
終
に
寄
託
官
刷
出
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
o
そ

妙
成
寺
の
椛
…肌で
、問
問
H
N

七
年
恕
刷
出
院
日
酵
の
知
山
a
引
一
れ
を
御
預
地
と
も
御
預
加
と
も
い
う
た
。

に
係
る
。

一

オ
ア
ヅ
カ
リ
チ
ブ
ギ
ヨ
ウ

御
預
地
表
行

御
預

エ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

回

詑

寺

以
雫
榔
輪
島
町
に
在

一
地
器
行
は
一
人
役
で
、
平
保
b
年
七
月
官
八
日
焼
山

っ
て
、
回目宗
取
振
に
回
す
る
。

一F
且
ハ
一
郎
長
元
が
こ
れ
脅
命
ぜ
ら
れ
、
川
間
後
人
持
組
の
士

エ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

岡

龍

寺

珠
洲
加
前
回
出
に
在
つ

一
に
し
て
御
録
用
抑
制
奉
行
と
な
る
も
の
L
無
役
と
し
て

て
、
ロ
叫
宗
間
取
一
蹴
に
邸
す
る
。
山
蹴
は
将
位
付
出。

も
と

一
辿
約
し
た
。

阿
川
附
絹
舟
に
民
た
こ
と
が
あ
る
o

一

オ
ア
ヅ
ケ

御
預

士
人
の
拡
を
取
制
ベ
中
、
叉

ヱ
ン
リ
ヨ

遠
慮
士
人
に
し
て
役
川
出
荷
等
閑
に

一
は
刑
の
定
告
後
行
刑
を
科
す
る
ま
で
の
問
、
絹
川
又

し
た
如
き
科
に
よ
っ

で
、
"で
の
自
宅
に
純
似
せ
し
め

一
は
一
新
に
身
柄
脅
御
預
と
す
る
こ
と
が
佐
々
に
し
て

ら
れ
る
も
の
に誠一印刷
と
記
却
と
が
あ
る
o
共
に
閉
門

一
あ
る
o
段
民
で
は
組
裁
許

へ
預
、
叉
は
手
錠
結
を
以

の
如
〈
門
戸
渋
川
つ
こ
と
や
裂
し
な
い
が
、
年
文
の

一
て
組
草

川
へ
預
の
名
門
が
あ
っ
て
、
腕
い
刑
の
一
組

法
令
に
よ
れ
ば
、法
脳
は
知
行
・扶
掛
川
県
に
給

L
、
泊

一
に
な
っ
て
ゐ
た
o
納
統
的
へ
預
は
、
帥
悲
川か
ら
制
定

潟
は
知
行
や
給
す
る
が
扶
持
は
給
し
な
い
と
あ
る
。

一
村
役
人
に
預
け
、
香
人
を
し
て
鐙
夜
敗
親
せ
し
め
る

エ
ン
リ
ン
ジ

図

林

寺

全
部
新
治
に
在
っ
て
、

一
も
の
で
あ
る
。
手
錠
や
・
以
て
組
貌
許

へ
預
も
削
じ
〈
、

民
宗
一
山
振
に
邸
す
る
。

明
治
十
一
一
一年
寺
山
慌
の
公
棋
を
m

そ
の
手
錠
を
仰
す
は
取
締
の
岱
で
、
続
れ
二
十
日
間

許
さ
れ
た
o

一
世
沿
ぎ
る
そ
詐
さ
れ
ず
、
疾
病
の
者
に
は
片
手
に
施

エ
ン
ル
イ
ゴ
ジ

ユ
ウ
モ
ン

回
続
玄

+
悶

一

冊。

-
し
て
閉
山
獲
に
似
ぜ
し
め
た
。
町
人
に
も
組
作
預
・
一

本
編
は
元
来
れ
戸
の
坂
郎
防
貯
の
私
し
た
訴
訟
で
あ

一
類
預
が
あ
っ
て
、
組
ム
H

又
は
一
一
級
か
ら
番
人
少
一附
ぜ

る
が
、
文
化
十

一
年
油
川
有
父
が
校
訂
そ
試
み
た
も

一
ら
れ
た
。

の
で
あ
る
。

一

オ
イ
シ
ヤ

御
容
者

滞
の
御
障
者
の
初
は
不
明

で
あ
る
が
、前
川
利
回
目
越
前
府
中
在
同
仙
の
時
、口
科
白

江
附
竹
林
拐
の
召
出
さ
れ
た
の
が
、
そ
の
姓
申引
の
初

一
見
で
、
附出町長
十
一
年
内
山
m
M
中
が
富
山
で
古
川
さ
れ

-
た
の
は
本
道
の
姓
名
の
初
見
で
あ
る
。
ま
た
元
職
六

年
六
月
四
日
本
草
家
柄
宣
義
に
二
百
石
青
脇
は
り
、

オ
ア
ヅ
カ
リ
ジ
カ
hm
ゴ
ヨ
ウ

御
預
地
方
御
用

九
九


